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令和４年第９回羽幌町議会臨時会会議録 

 

〇議事日程（第１号） 
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    ◎開会の宣告 

〇議長（森  淳君） ただいまから令和４年第９回羽幌町議会臨時会を開会します。 

 

（午後 ２時００分） 

 

    ◎町長挨拶 

〇議長（森  淳君） 町長から議会招集挨拶の申出がありますので、これを許します。 

 町長、駒井久晃君。 

〇町長（駒井久晃君） 令和４年第９回羽幌町議会臨時会の招集に当たりまして、議員の

皆様には時節柄何かとご多忙のところご出席を賜りましたことを厚くお礼を申し上げます。 

 また、１１月８日告示の町長選挙におきまして無投票での当選という身に余る栄を賜り、

引き続き町政運営の重責を担うこととなりました。３期目に当たる基本的な政策につきま

しては次の定例会において述べさせていただきますが、今後とも議員各位並びに町民の皆

様のご協力を心からお願い申し上げる次第でございます。 

 さて、本臨時会に提案しております案件は、議案として条例案４件、工事請負契約の変

更２件の合わせて６件であります。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げまして、

招集の挨拶といたします。 

 

    ◎開議の宣告 

〇議長（森  淳君） これから本日の会議を開きます。 

 

    ◎会議録署名議員の指名 

〇議長（森  淳君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２５条の規定によって、 

   ７番 小 寺 光 一 君    ８番 逢 坂 照 雄 君 

を指名します。 

 

    ◎会期の決定 

〇議長（森  淳君） 日程第２、会期の決定を議題とします。 

 お諮りします。本臨時会の会期は、本日１日間にしたいと思います。これにご異議あり

ませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（森  淳君） 異議なしと認めます。 

 したがって、会期は本日１日間と決定しました。 

 

    ◎諸般の報告 
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〇議長（森  淳君） 日程第３、諸般の報告を行います。 

 本日の欠席並びに遅刻届出はありません。 

 会議規則第２１条の規定により、本日の議事日程表は配付いたしましたので、ご了承願

います。 

 次に、地方自治法第１２１条の規定により、本臨時会に説明員として出席通知のありま

した者の職、氏名を一覧表として配付してありますので、ご了承願います。 

 これで諸般の報告を終わります。 

 

    ◎議案第４９号～議案第５２号 

〇議長（森  淳君） 日程第４、議案第４９号 職員の給与に関する条例の一部を改正

する条例、日程第５、議案第５０号 特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する

条例、日程第６、議案第５１号 羽幌町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

の一部を改正する条例、日程第７、議案第５２号 羽幌町会計年度任用職員の給与及び費

用弁償に関する条例の一部を改正する条例、以上４件について関連がありますので、一括

議題とします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

 総務課長、敦賀哲也君。 

〇総務課長（敦賀哲也君） ただいま上程されました議案第４９号から議案第５２号まで

４件を一括して、関連がございますので、提案理由とその内容につきましてご説明申し上

げます。 

 今回の改正につきましては、令和４年人事院勧告に基づく国家公務員の給与改定に準じ

て提案をいたしておりまして、特別職及び議会議員の皆様につきましても一般職に準じて

改定することとしてご提案申し上げております。 

 初めに、提案の理由となりました今回の給与改定の概要につきましてご説明申し上げま

す。 

 １点目は、月例給の引上げでございまして、給料表の改定に伴い、改定率で平均０．３

％の増となるものでございます。なお、この改定は、令和４年４月１日まで遡及し、適用

するというものでございます。 

 ２点目は、期末、勤勉手当の引上げでありまして、年間支給割合を一般職については０．

１月分、再任用職員については０．０５月分引き上げるものであります。この引上げ分は、

全て１２月支給分に配分するものとし、令和５年度以降はこの引上げ分を含め、６月と１

２月の支給割合を均等に再配分することとしております。 

 以上が今回の概要でございます。 

 それでは、議案の説明に入らせていただきます。初めに、議案第４９号 職員の給与に

関する条例の一部を改正する条例につきましてご説明申し上げます。 

 令和４年１１月２９日提出、羽幌町長。 
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 改正の内容でありますが、別紙でお配りしております議案説明資料、議案第４９号から

第５２号を御覧ください。１ページ目から２ページ目に説明を、６ページから１７ページ

に新旧対照表がございます。新旧対照表は、左側に現行条文を、右側に改正案を記載し、

改正箇所には下線を引いて表示しております。 

 それでは、資料１ページ目を御覧ください。１番、期末、勤勉手当の引上げでございま

すが、勤務実績に応じた給与を推進するため、引上げ分を勤勉手当に配分し、年間支給割

合を一般職については現行の１．９月分から２月分に改め、再任用職員については現行の

０．９月分から０．９５月分に改めるものであります。 

 資料の（１）になりますが、改正案の第１条では、引上げ分を全て一般職員、再任用職

員ともに１２月支給分に配分するもので、表のとおりでございますが、６月支給分は変更

がなく、一般職員は１２月支給分が０．１月分、再任用職員が０．０５月分それぞれ引き

上げられるというものであります。 

 次に、資料の（２）でありますが、改正案の第２条では、先ほどの（１）で改正した支

給割合を再度改正し、６月支給分と１２月支給分に均等に振り分けるものであります。こ

れにより、令和５年度以降につきましては６月支給分と１２月支給分の割合は等しくなる

ものであります。 

 次に、２ページを御覧ください。２番、月例給の引上げでございます。高卒初任給を４，

０００円、大卒初任給を３，０００円引き上げ、おおむね３０代半ばまで引上げ改定する

ものでございまして、改定率は平均で０．３％の増となる給料表の改定であります。なお、

改定後の給料表は議案書に記載のとおりでございます。 

 次に、３番、附則でございますが、本改正条例の施行期日は令和４年１２月１日からと

しておりますが、冒頭にも説明しましたとおり、第１条の給料表の改定は令和４年４月１

日から適用、第２条の改正は令和５年４月１日から施行する旨を規定しておりまして、こ

れにより改正前の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規定による給与の内払いと

みなす旨を規定しております。 

 以上が改正内容の説明であります。なお、改正文の朗読は、ただいまの説明をもって省

略させていただきます。 

 続きまして、議案第５０号 特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例に

つきましてご説明申し上げます。 

 令和４年１１月２９日提出、羽幌町長。 

 改正の内容でございますが、一般職の給与改定に準じまして特別職の期末手当を改正す

るものであります。 

 資料の３ページを御覧ください。新旧対照表は１８ページになります。期末手当を０．

１月分引き上げ、年間支給割合を現行の４．２５月分から４．３５月分に改定するもので

あります。 

 （１）の表になりますが、支給割合を６月支給分は２．０７５月分に、１２月支給分は
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２．２７５月分にそれぞれ引き上げる改正であります。ただし、（２）に記載のとおり、

令和４年１２月の支給割合については、ただいまの改正にかかわらず、一般職と同様、引

上げ分の全てを１２月支給分に配分する旨の附則を加えるものであります。 

 次に、２番の附則でございますが、施行期日は令和４年１２月１日からとし、改正前の

規定により支給された期末手当は、改正後の規定による期末手当の内払いとみなす旨を定

めるものであります。 

 以上が改正内容の説明でございます。なお、改正文の朗読は、ただいまの説明をもって

省略させていただきます。 

 続きまして、議案第５１号 羽幌町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の

一部を改正する条例につきましてご説明申し上げます。 

 令和４年１１月２９日提出、羽幌町長。 

 改正の内容でありますが、一般職の給与改定に準じまして議会議員の期末手当を改正す

るものであります。 

 資料の４ページを御覧ください。新旧対照表は１９ページになります。期末手当を０．

１月分引き上げ、年間支給割合を現行の４．２５月分から４．３５月分に改定するもので

あります。 

 （１）の表になりますが、支給割合を６月支給分は１．６７５月分に、１２月支給分は

２．６７５月分にそれぞれ引き上げるものであります。ただし、（２）に記載のとおり、

令和４年１２月の支給割合については、ただいまの改正にかかわらず、先ほどの一般職並

びに特別職と同様、引上げ分の全てを１２月支給分に配分する旨の附則を加えるものであ

ります。 

 次に、２番の附則についてでございますが、施行期日は令和４年１２月１日からとし、

改正前の規定により支給された期末手当は、改正後の規定による期末手当の内払いとみな

す旨を定めるものであります。 

 以上が改正内容の説明でございます。なお、改正文の朗読につきましては、ただいまの

説明をもって省略させていただきます。 

 続きまして、議案第５２号 羽幌町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

の一部を改正する条例につきましてご説明申し上げます。 

 令和４年１１月２９日提出、羽幌町長。 

 改正の内容でありますが、資料の５ページを御覧ください。新旧対照表は２０ページか

ら２９ページになります。１の月例給の引上げですが、会計年度任用職員の給与は、一般

職の給料表を準用しているため、一般職の給料表改定に伴い、改正するものであります。 

 次に、２番の附則についてでございますが、本改正条例の施行期日は公布の日からとし

ておりますが、一般職と同様に第１条の給料表の改定は令和４年４月１日から適用する旨

を規定しておりまして、これにより改正前の規定に基づいて支給された給与は、改正後の

規定による給与の内払いとみなす旨を規定しております。 
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 以上が改正内容の説明であります。なお、改正文の朗読につきましては、ただいまの説

明をもって省略させていただきます。 

 以上、議案第４９号から議案第５２号までの説明でございます。よろしくご審議、ご決

定賜りますようお願い申し上げます。 

〇議長（森  淳君） これから議案第４９号 職員の給与に関する条例の一部を改正す

る条例について質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（森  淳君） これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（森  淳君） これで討論を終わります。 

 これから議案第４９号を採決します。 

 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（森  淳君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第４９号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例は原案のと

おり可決されました。 

 次に、議案第５０号 特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について

質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（森  淳君） これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（森  淳君） これで討論を終わります。 

 これから議案第５０号を採決します。 

 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（森  淳君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第５０号 特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例は

原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第５１号 羽幌町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を

改正する条例について質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（森  淳君） これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
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〇議長（森  淳君） これで討論を終わります。 

 これから議案第５１号を採決します。 

 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（森  淳君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第５１号 羽幌町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の

一部を改正する条例は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第５２号 羽幌町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部

を改正する条例について質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（森  淳君） これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（森  淳君） これで討論を終わります。 

 これから議案第５２号を採決します。 

 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（森  淳君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第５２号 羽幌町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

の一部を改正する条例は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎議案第５３号 

〇議長（森  淳君） 日程第８、議案第５３号 羽幌町スポーツ公園陸上競技場改修工

事請負契約の変更についてを議題とします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

 建設課長、金子伸二君。 

〇建設課長（金子伸二君） ただいま上程されました議案第５３号 羽幌町スポーツ公園

陸上競技場改修工事請負契約の変更について、地方自治法第９６条第１項第５号の規定に

よる締結の提案理由とその内容についてご説明申し上げます。 

 令和４年１１月２９日提出、羽幌町長。 

 契約の内容でございますが、１、契約の目的は、羽幌町スポーツ公園陸上競技場改修工

事でございます。 

 ２、契約の方法は、指名競争入札でございます。 

 ３、契約金額は、変更前が１億７５８万円、うち消費税９７８万円を含むものでござい

まして、変更後は１億１，６０７万２，０００円、うち消費税１，０５５万２，０００円

を含むものでございます。 



 - 9 - 

 ４、契約の相手方は、苫前郡羽幌町南大通５丁目３番地、株式会社北一組代表取締役、

忠津章であります。 

 提案の理由でございますが、令和４年６月２４日第５回定例会において議決されました

議案第３８号、羽幌町スポーツ公園陸上競技場改修工事請負契約につきまして変更契約を

締結するため、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の

規定により、議会の議決を求めるものでございます。 

 以上、よろしくご審議、ご決定賜りますようお願い申し上げます。 

〇議長（森  淳君） これから議案第５３号について質疑を行います。 

 ７番、小寺光一君。 

〇７番（小寺光一君） 提案理由の説明はあったのですけれども、具体的に金額が上がっ

た説明というのは、どういう条件で、何があって上がったのかとか、そういう内容につい

ては説明がなかったかなと思うのですけれども、その辺は具体的にどういう内容があって

今回の提案になったかという説明をお願いいたします。 

〇議長（森  淳君） 建設課主任技師、笹浪満君。 

〇建設課主任技師（笹浪 満君） お答えいたします。 

 まずは概数でこの工事は発注しておりまして、概数の確定によるものでございます。そ

れは、既設のコンクリート等の構造物の取壊し等、数量が確定したものに対して設計変更

を行っております。現場にあったとおりの数量で変更しているのと、設計当初の不一致に

よって下層路盤が２，０００平方メートルほど数量漏れていたものを今回計上させていた

だいております。それに伴って仮設工事等のものの数量の変更も行っております。 

〇議長（森  淳君） ７番、小寺光一君。 

〇７番（小寺光一君） 工事をしていく中でそういう新たなものが出てきたりだとか必要

な作業は、補正もちろん必要だと思うのですけれども、今後説明に関しても具体的にこう

いう工事が増えたですとか、先ほど当初の設計には入っていないものが出てきたとか、そ

ういう説明をしていただけたらなと思います。 

 それと、設計当時の単価的に、例えば今は燃油の高騰ですとか、人件費ですとか、当初

設計して予算化されたもの、そして契約までの間で、そして今補正するのですけれども、

そういうのも加味されていくものなのか、その辺は今の状況できっと３月に設計で予算化

されたもので、実際契約したのが６月、そして今１２月時点で補正ということで、燃料費

の高騰だとか、人件費だとか、そういうものに関しては考慮されている補正なのでしょう

か。 

〇議長（森  淳君） 建設課主任技師、笹浪満君。 

〇建設課主任技師（笹浪 満君） お答えします。 

 今回についてはスライド条項に合った変更は行っておりません。なので、当初６月に契

約した段階で物価は上がっているのですけれども、その資材の価格はそれほど上がってい

ないものですから、それに関しての燃料等の変更は行っておりません。 
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〇議長（森  淳君） ほかに質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（森  淳君） これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（森  淳君） これで討論を終わります。 

 これから議案第５３号を採決します。 

 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（森  淳君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第５３号 羽幌町スポーツ公園陸上競技場改修工事請負契約の変更に

ついては原案のとおり可決されました。 

 

    ◎議案第５４号 

〇議長（森  淳君） 日程第９、議案第５４号 羽幌町総合体育館（外部）改修工事請

負契約の変更についてを議題とします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

 建設課長、金子伸二君。 

〇建設課長（金子伸二君） ただいま上程されました議案第５４号 羽幌町総合体育館

（外部）改修工事請負契約の変更について、地方自治法第９６条第１項第５号の規定によ

る締結の提案理由とその内容についてご説明申し上げます。 

 令和４年１１月２９日提出、羽幌町長。 

 契約の内容でございますが、１、契約の目的は、羽幌町総合体育館（外部）改修工事で

ございます。 

 ２、契約の方法は、指名競争入札でございます。 

 ３、契約金額は、変更前が１億３，８８２万円、うち消費税１，２６２万円を含むもの

でございまして、変更後は１億４，３２８万６，０００円、うち消費税１，３０２万６，

０００円を含むものでございます。 

 ４、契約の相手方は、萌州・水上特定建設工事共同企業体、代表者、留萌市開運町２丁

目１番１号、萌州建設株式会社代表取締役、畑中修平であります。 

 提案の理由でございますが、令和４年５月２７日第４回臨時会において議決されました

議案第２９号、羽幌町総合体育館（外部）改修工事請負契約について変更契約を締結する

ため、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定によ

り、議会の議決を求めるものでございます。 

 以上、よろしくご審議、ご決定賜りますようお願い申し上げます。 

〇議長（森  淳君） これから議案第５４号について質疑を行います。 



 - 11 - 

 ７番、小寺光一君。 

〇７番（小寺光一君） 先ほどのスポーツ公園と同様に、確定ということでの変更は分か

るのですが、具体的に変更があった内容ですとか、その辺先ほどと同じような感じで具体

的な内容のものがあれば教えていただきたいと思います。 

〇議長（森  淳君） 建設課主任技師、石川隆一君。 

〇建設課主任技師（石川隆一君） お答えいたします。 

 今回の工事は総合体育館の外部側に関する改修ですけれども、工事に当たりまして、ま

ず同じように概数発注、下の部分から足場がない状態でひび割れの箇所ですとか、あと防

水の補修の部分に必要な箇所というのを最初に想定して発注していたわけですけれども、

工事に当たりましてひび割れの箇所の長さの増加ですとか、防水層の補修の面積が増とな

ったことが大きな変更の部分です。そのほか関連して金物取り外しの長さを変えたりとい

う調整もしつつ、今回の確定に至っております。 

〇議長（森  淳君） ほかに質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（森  淳君） これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（森  淳君） これで討論を終わります。 

 これから議案第５４号を採決します。 

 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇議長（森  淳君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第５４号 羽幌町総合体育館（外部）改修工事請負契約の変更につい

ては原案のとおり可決されました。 

 

    ◎閉会の宣告 

〇議長（森  淳君） 以上で本日の議事日程は全部終了しました。 

 したがって、令和４年第９回羽幌町議会臨時会を閉会します。 

（午後 ２時２８分） 

 


